
登
録
番
号

登
録
年
月
日

登
録
を
受
け
た
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
代
表
者
の
氏

名

登
録
を
受
け
た
者
が

調
査
業
務
を
行
う
区

分
の
名
称

登
録
を
受
け
た
者
が
調
査
業
務

を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所

在
地

第
七
号

平
成
十
九
年

七
月
三
十
日

パ
テ
ン
ト
オ
ン
ラ
イ
ン

サ
ー
チ
株
式
会
社

八

先
行
技
術
調
査

（
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン

ト
）

パ
テ
ン
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
チ

株
式
会
社

東
京
都
港
区
赤
坂
一
丁

目
９
番
13
号

東
京
都
港
区
赤
坂
一
丁
目
９
番

13
号

代
表
取
締
役

糸
賀

道
也

平成˜ 年Ÿ月Ÿ日 水曜日 第›�›™号官 報

V 自
Ｇ
`
945

一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
ダ
イ
ハ

ツ
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｅ
Ｆ
`
Ｖ
Ｄ
`
１

〃

V 自
Ｇ
`
946

一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
ダ
イ
ハ

ツ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｅ
Ｆ
`
Ｄ
Ｅ
Ｔ
`
１

〃

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
三
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
事
業
場
を
製
造
認
定
事
業
場
と

し
て
認
定
し
た
の
で
、
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第

四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

事
業
場
の
名
称

事
業
場
の
所
在
地

認
定
に
係
る
物
件
の
範
囲

有
効
期
間

三
井
造
船
株
式
会
社
機

械
・
シ
ス
テ
ム
事
業
本
部

機
械
工
場
（
デ
ィ
ー
ゼ

ル
部
門
）

岡
山
県
玉
野
市
玉
三
丁
目
１

番
１
号

内
燃
機
関

平
成
19年
７
月
12日
か
ら

平
成
24年
７
月
11日
ま
で

〃
〃

排
気
タ
ー
ビ
ン
過
給
機

〃

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
四
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
事
業
場
を
製
造
認
定
事
業
場
と

し
て
認
定
し
た
の
で
、
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第

四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

事
業
場
の
名
称

事
業
場
の
所
在
地

認
定
に
係
る
物
件
の
範
囲

有
効
期
間

三
井
造
船
株
式
会
社
船

舶
艦
艇
事
業
本
部
玉
野

艦
船
工
場

岡
山
県
玉
野
市
玉
三
丁
目
１

番
１
号

鋼
製
船
体

平
成
19年
７
月
12日
か
ら

平
成
24年
７
月
11日
ま
で

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
五
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
事
業
場
を
製
造
認
定
事
業
場
と

し
て
認
定
し
た
の
で
、
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第

四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

事
業
場
の
名
称

事
業
場
の
所
在
地

認
定
に
係
る
物
件
の
範
囲

有
効
期
間

新
潟
原
動
機
株
式
会
社

太
田
工
場

群
馬
県
太
田
市
西
新
町

125
番
地
１

内
燃
機
関
（
シ
リ
ン
ダ
の
径

が
600ミ

リ
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の
に
限
る
。）

平
成
19年
７
月
12日
か
ら

平
成
24年
７
月
11日
ま
で

〃
〃

縦
軸
推
進
装
置

〃

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
六
号

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
に
つ
い
て
、
製
作
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

型
式
認
定
番
号

車
名
及
び
型
式

製
作
者
等
の
名
称

製
作
者
等
の
住
所

Ó
`
265

カ
ワ
サ
キ
Ｂ
Ａ
`

Ｃ
Ｊ
43Ｂ

ス
ズ
キ
株
式
会
社

静
岡
県
浜
松
市
高
塚
町
300番

地

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
七
号

装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、三
菱
ふ
そ
う
ト
ラ
ッ

ク
・
バ
ス
株
式
会
社
か
ら
、
指
定
製
作
者
等
の
住
所
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
十
一

条
第
二
項
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

１
．
変
更
す
る
指
定
製
作
者
等
の
住
所

新
旧

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
鹿
島
田
890番

地
12

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
16番
地
４
号

２
．
変
更
年
月
日

平
成
18年

12月
13日

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
八
号

装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
自
動
車

の
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
八
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

型
式
指
定
番
号

指
定
装
置
の
種
類
、
名
称
及
び
型
式

製
作
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

V 自
Ｇ
`
1171

一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
ホ
ン
ダ

Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｋ
24Ａ

03
本
田
技
研
工
業
株
式
会
社
東
京
都
港
区
南
青
山
２

丁
目
１
番
１
号

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
九
号

装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
自
動
車

の
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
八
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

型
式
指
定
番
号

指
定
装
置
の
種
類
、
名
称
及
び
型
式

製
作
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

V 自
Ｃ
`
1008

年
少
者
用
補
助
乗
車
装
置
コ
ン
ビ
Ｃ

Ｓ
Ａ
`
Ｎ
Ｆ
Ｂ

コ
ン
ビ
株
式
会
社
東
京
都
台
東
区
元
浅
草
２
丁
目

６
番
７
号

V 自
Ｃ
`
1009

年
少
者
用
補
助
乗
車
装
置
コ
ン
ビ
Ｃ

Ｓ
Ａ
`
Ｎ
Ｆ
Ａ

〃

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
十
号

装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
自
動
車

の
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
八
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

型
式
指
定
番
号

指
定
装
置
の
種
類
、
名
称
及
び
型
式

製
作
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

V 自
Ｇ
`
703

一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
ダ
イ
ハ

ツ
Ｔ
Ａ
Ｅ
Ｆ
`
Ｓ
Ｅ
`
２

ダ
イ
ハ
ツ
工
業
株
式
会
社
大
阪
府
池
田
市
ダ
イ
ハ

ツ
町
１
番
１
号

V 自
Ｇ
`
861

一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
ダ
イ
ハ

ツ
Ｄ
Ｂ
Ａ
Ｅ
Ｆ
`
Ｖ
Ｅ
`
１

〃

V 自
Ｇ
`
863

一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
ダ
イ
ハ

ツ
Ｄ
Ｂ
Ａ
Ｅ
Ｆ
`
Ｖ
Ｄ
`
１

〃

V 自
Ｇ
`
942

一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
ダ
イ
ハ

ツ
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｅ
Ｆ
`
Ｖ
Ｅ
`
２

〃

V 自
Ｇ
`
943

一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
ダ
イ
ハ

ツ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｅ
Ｆ
`
Ｖ
Ｅ
`
１

〃

�


		2007-08-07T15:59:08+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




